
●許可の共通基準 

 ①環境に調和し、自然美を妨げないものであること。 

 ②朱色の発光塗料を使用しないものであること。 

 ③側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものである

こと。 

 ④交通の安全を阻害するおそれのないものであること。 

 ⑤第１種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは

懸垂幕を表示し、又は設置する場合、表示面積の合計は、１箇所につき 50㎡以下であ

ること。 

 ⑥第２種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは

懸垂幕を表示し、又は設置する場合、表示面積の合計は、１箇所につき 100 ㎡以下で

あること。 

 

 

●許可の基準 
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高さ 

 第１種許可地域 Ｈ≦１０ｍ 

 第２種許可地域 Ｈ≦１３ｍ 

 第３種許可地域 Ｈ≦１５ｍ 

面積（１面） 

 第１種許可地域 Ｓ≦１０㎡ 

 第２種許可地域 Ｓ≦２０㎡ 

 第３種許可地域 Ｓ≦３０㎡ 
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 横出禁止（壁面よりの張出禁止） 

高さ 

 第１種許可地域 Ｈ≦ｈ×１／３ 

 第２種許可地域 Ｈ≦ｈ×１／２ 

 第３種許可地域 Ｈ≦ｈ×２／３ 

 Ｈ＋ｈ≦５０ｍ 
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 面積 

 第１種許可地域 Ｓ≦ｓ×１／４ 

 第２種許可地域 Ｓ≦ｓ×１／３ 

 第３種許可地域 Ｓ≦ｓ×１／２ 

 

 

 

 

※自家用広告物は

左記の基準の適用

外 
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 縦出禁止 

突出幅 

 Ｗ１≦１ｍ 

 Ｗ２≦１．５ｍ（第１種許可地域のみ） 

看板下底高 

 ｈ１（歩道）≧２．５ｍ 

 ｈ２（車道）≧４．５ｍ 
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 面積 

 第１種許可地域 Ｓ≦１０㎡ 

 第２種許可地域 Ｓ≦２０㎡ 

 第３種許可地域 Ｓ≦３０㎡ 

看板下底高 

 ｈ１（歩道）≧２．５ｍ 

 ｈ２（車道）≧４．５ｍ 
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 面積 

 （１面） Ｓ≦２㎡ 
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 横断幕幅（短辺） 

 Ｄ１≦２ｍ 

横断幕下底高 

 ｈ１≧４．５ｍ 

懸垂幕幅（短辺） 

 Ｄ２≦１ｍ 

懸垂幕高 

 Ｈ≦１０ｍ 
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 広告物総延長（建物からの延長） 

 Ｌ≦５０ｍ 

広告物幅（短辺） 

 Ｄ≦１ｍ 

広告物延長（長辺） 

 ｌ≦１２ｍ 
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 広告物幅（短辺） 

 Ｄ１≦０．５ｍ 

 Ｄ２≦０．８ｍ 

広告物高（長辺） 

 ｈ１≦１．２ｍ 

 ｈ２≦１．５ｍ 

 ｈ３≦０．４ｍ 

広告物下底高 

 ｈ４（歩道）≧２．５ｍ 

 ｈ５（車道）≧４．５ｍ 

 ｈ６≧１ｍ 

電柱からの張出幅 

 Ｗ１≦０．６ｍ 
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立看板高 

 ｈ１≦２．１ｍ 

立看板幅 

 Ｄ１≦０．９ｍ 

はり紙・はり札 

 Ｓ≦１㎡ 

 

道路敷禁止 

連続表示禁止 

 

はり紙、はり札連続

のり付け禁止 
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